
●高知の高校生が調査を始めて 35年目とな

った 3月 30日、被災船員と遺族 14名が、

被曝による疾病について、①療養給付や遺

族年金などへの申請を認め支給せよ、②、

アメリカに損害賠償する権利が日米合意に

よって奪われ事に対して正当な補償すべき

だと、訴訟を起こしました。 

●汚染魚廃棄をさせられた漁船は 856隻（延

べ 992隻）被災乗組員数２万人。その内、

高知船籍マグロ漁船は 117隻（延べ 280隻）

船員数 2500人に上ると考えられる。 

54年 3月被災直後から帰港した船の調査

を行い汚染魚だけでなく船員そのものの被

ばく量などの資料を国は持っているのに

「ない」としていた。が、米国公文書館に

あることが判明し、国は隠しきれなくなっ

り、2014年 9月、調査資料を開示。それか

ら 5年 6か月。次々

と元船員がなくな

る中、救済を求め

る切実な願いが込

められた訴訟です。 

●高知県知事は、1

年半前の 2018年 9

月議会で船員救済

に向け県として法

的な検討も行うと

答弁し被災船員に

寄り添う姿勢を明

らかにしています。 

 支援する会の顧

問には私以外に、

広田一衆議院議員

や土佐清水市選出

の橋本敏男県議会

議員も就いていま

す。（次号本ニュー

スはお休みです） 
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